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第１回社債型種類株式の発行に係る発行登録の取下げに関するお知らせ 
 

日本航空株式会社は、2025 年３月 19 日付で公表しました「定款の一部変更及び第１回社債型種類

株式の発行登録に関するお知らせ」にてお知らせした第１回社債型種類株式の発行に係る発行登録

について、本日、発行登録の取下げを行いましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．取り下げた発行登録の概要 

（１） 発 行登 録書提 出日 2025年３月 19日 

（２） 募集有価証券の種類 第１回社債型種類株式 

（３） 発 行 予 定 期 間 発行登録の効力発生日から２年を経過する日まで 

（2025年３月 27日～2027年３月 26日） 

（４） 発 行 予 定 額 200,000,000,000円を上限とします。 

（注）下記２．に記載のとおり、200,000,000,000円（発行価

格の総額）の募集を実施しました。 

 

２．発行登録による第１回社債型種類株式の発行実績 

発 行 価 格 の 総 額 200,000,000,000円 

（注）上記は発行価格（募集価格）の総額であり、実際に当社

に払い込まれた額である発行価額の総額は

195,000,000,000円であります。 

 

３．発行登録の取下げ理由 

発行登録により予定していた第１回社債型種類株式の募集が終了したため、2025年３月19日付

発行登録書に係る発行登録を取り下げるものであります。 

 

以上 


